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別紙 

答申第１２８号 

第１ 審査会の結論

岡山市長（以下「実施機関」という。）が行った一部開示決定処分に 

 ついては、非開示と決定した部分のうち、優先交渉権者に係る評価項目 

ごとの評価点については開示すべきである。 

第２ 審査請求及び諮問の経緯

１ 本件審査請求人（以下「請求人」という。）は、平成２９年６月６日 

付けで、実施機関に対し、岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第３ 

３号。以下「条例」という。）第３条第１項の規定に基づき、「旧後楽 

館中・高（天神校舎）跡地活用事業企画提案採点集計表」（以下「本件 

公文書」という。）についての公文書開示請求（以下「本件請求」とい 

う。）を行った。 

２ 本件は、旧後楽館中・高（天神校舎）跡地活用事業（以下「当該跡地 

活用事業」という。）における公募型プロポーザル方式での事業者募集 

（以下「本件プロポーザル」という。）の案件であるが、本件請求に対 

し、実施機関は、同年６月２０日付けで、本件公文書のうち、評価項目 

ごとの各応募事業者の評価点については、財務状態、資金調達能力など 

を含む項目が入っており、公表することにより、応募事業者の競争上の 

地位その他正当な利益を害するおそれがあり、条例第５条第２号に該当 

するとして、非開示とする一部開示決定を行った。 

３ 請求人は、上記の一部開示決定に対し、同年６月２３日付けで、一部 

開示決定を取り消し、非開示部分の開示を求める審査請求（以下「本件 
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審査請求」という。）を行った。 

４ 実施機関は、同年７月２０日付けで、本件審査請求の取扱いについて、 

条例第１６条の規定に基づき、当審査会に本件諮問を行った。 

第３ 請求人及び実施機関の主張要旨

請求人及び実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。 

１ 請求人の主張要旨 

本来プロポーザルは採点が明らかにされる必要があるのに、非開示は 

不当である。以前、岡山市の別の跡地活用事業において実施されたプロ 

ポーザルでは、応募事業者の評価項目ごとの評価点は全て開示されてい 

た。 

非開示部分の非開示理由として、単に「会社に不利益を生じさせるお 

それがある」では、理由にならない。何がどう不利益なのか示されてい 

ない。 

２ 実施機関の主張要旨 

当該跡地活用事業では、「『旧後楽館中・高（天神校舎）跡地活用事 

業募集要項』４優先交渉権者の特定方法について（７）結果の公表」に 

基づいて、優先交渉権者名及び応募事業者ごとの評価点の合計を公表し 

ている。また、全ての応募事業者の個人情報並びに法人情報を除く企画 

提案書及び売買希望価格も公表している。 

   採点集計表の開示範囲は、事業ごとに個別に検討し判断しており、本 

件公文書では、経営内容や資金調達能力等の情報の属する項目について 

は、条例第５条第２号の「開示することにより、当該法人等又は当該事 

業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが 
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あるもの」に該当すると判断し、評価項目ごとの評価点については非開 

示として、一部開示決定を行ったものである。 

第４ 審査会の判断

 実施機関と請求人との間における本件の争点に関し、当審査会は、以 

下のとおり判断する。 

１ 本件公文書について 

     本件公文書は、当該跡地活用事業に係る優先交渉権者選定のため、 

岡山市旧後楽館中・高（天神校舎）跡地活用事業企画競争委員会の委 

員（以下「委員会委員」という。）が、当該跡地活用事業の本件プロ 

ポーザルに応募した３者の評価を評価項目ごとに採点し、集計したも 

のである。委員会委員による評価項目ごとの評価点は、「事業者の適 

格性」、「基本方針」、「事業の実現性及び継続性」、「施設計画」、 

「事業に期待する効果」、「価格」の６項目で構成されている。 

また、評価項目のうち、「事業者の適格性」及び「事業の実現性及 

び継続性」については、公認会計士による専門的、客観的分析を踏ま 

えて、委員会委員が採点している。 

そして、実施機関が非開示としたのは、各応募事業者の「価格」を 

除く評価項目ごとの評価点であり、各応募事業者名及びそれぞれの評 

価点の合計等は開示されている。 

２ 条例第５条第２号該当性について 

本件審査請求において争点となっているのは、実施機関が条例第５ 

条第２号に該当するとして、本件公文書の一部を非開示とした処分の 

妥当性である。 
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（１）条例第５条第２号の趣旨及び解釈 

   条例第５条第２号は、法人等又は事業を営む個人の権利、競争 

上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報で、人の生 

命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要で 

あると認められる情報である場合を除き、非開示とする規定であ 

る。 

  （２）本条第２号該当性について 

    ア 落選事業者に係る評価項目ごとの評価点について 

 各応募事業者名及びそれぞれの評価点の合計は、すでに開示 

されている。さらに個々の事業者について評価項目ごとの評価 

点が開示されると、委員会委員が低い評価をした項目につい 

て、低い評価をされた事業者の弱点をさらすことにつながる。 

落選した事業者にとって、評価点の合計に加えて各評価項目 

ごとの評価まで開示されることは、それが、当該跡地活用事業 

における評価ではあっても、評価の主体が地方公共団体である 

岡山市であることから、落選という結果ともあいまって、事業 

者間の優劣に予断を与え、当該事業者の財務状況や資金調達能 

力等に不安があると見られるなど、社会的評価の低下を引き起 

こし、事業経営に不利益を及ぼす可能性は否定できない。 

 したがって、落選事業者に係る財務状態、資金調達能力など 

を含めた項目ごとの評価点を開示することは、当該事業者の権利、 

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認めら 

れることから、条例第５条第２号に該当する。 

   また、項目ごとの評価点は、人の生命、健康、生活又は財産 
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を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 

を含むとは言えず、条例第５条第２号ただし書には該当しな 

い。 

イ 優先交渉権者に係る評価項目ごとの評価点について 

    実施機関は、優先交渉権者についても本件公文書のうち、経 

営内容や資金調達能力等の情報の属する項目については、条例第 

５条第２号の「開示することにより、当該法人等又は当該事業を 

営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ 

があるもの」に該当すると主張する。 

 優先交渉権者であっても委員会委員の評価が、低い評価項目 

がある可能性はある。しかし、当該事業者は、本件請求が行わ 

れた時点で既に優先交渉権者として公表されており、本件プロポ 

ーザル審査で総合的に最も高い評価を得た当選事業者であるこ 

とから、委員会委員の評価項目別の評価結果によって、その事業 

経営に不利益を及ぼすほど社会的評価が低下する可能性は小さ 

いと考えられる。 

 また、優先交渉権者の事業は、民間企業による一事業とは言え、 

岡山市のプロポーザルの審査により選考され実施されるもので 

あるから、その事業は公的な責務をともなうべきものであり、審 

査内容には透明性が求められるとともに、市民に対する一定の説 

明責任が生ずるものと考えられる。 

    したがって、優先交渉権者に係る財務状態、資金調達能力など 

を含む評価項目ごとの評価点を開示することにより当該事業者 

の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ 
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があるとまでは認められず、条例第５条第２号には該当しな 

い。 

 ３ 結論 

   以上の理由により、当審査会は、第１審査会の結論のとおり判 

断するものである。 

第５ 審査会の処理経過

当審査会における処理経過は次のとおりである。 

年 月 日 処理内容 

平成２９年 ７月２０日 諮問書の収受 

平成２９年 ９月２８日 審議 

平成２９年１０月２０日 審議 

平成２９年１１月３０日 実施機関への意見聴取実施 

平成２９年１２月２２日 審議 

平成３０年 ４月１３日 実施機関への意見聴取実施 

平成３０年 ５月２５日 審議 

平成３０年 ８月２０日 審査請求人による口頭意見陳述実施 

平成３０年 ９月２１日 審議 

平成３０年１１月２２日 答申 


